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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
戸
沢
谷
村
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
法
能
字
新
田
七
七
九
番
の
三
地
先
か
ら

旧

九
・
〇
〜

四
・
九

都
留
市
法
能
字
新
田
官
有
無
番
地
先
ま
で

一
一
・
六

新

一
〇
・
三
〜

四
・
九

一
一
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
小
和
田
猿
橋
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
上
悪
斉
五
五
七
番
の
六
地

旧

五
・
九
〜

二
一
・
四

先
か
ら

一
二
・
九

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
梅
沢
六
一
九
番
の
二
地
先

ま
で

新

六
・
五
〜

二
一
・
四

一
二
・
九

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
九
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
一
月
二
十
九
日

第
二
千
二
百
八
十
一
号

木　曜　日



二
　
路
　
線
　
名
　
甲
斐
芦
安
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
二
二
四
番
地
先

旧

七
・
七
〜

一
九
・
五

か
ら

七
・
九

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
官
有
無
番
地
先
ま

で

新

八
・
二
〜

一
九
・
五

八
・
三

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
四
二
三
番
の
一

旧

七
・
七
〜

一
九
・
五

地
先
か
ら

七
・
九

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
四
二
三
番
の
一

地
先
ま
で

新

八
・
二
〜

一
九
・
五

八
・
三

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

武
田
八
幡
神

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
字
御
堂
西
一
一

三
七
・
〇
平
成
二
十
四

社
線

一
一
番
の
二
地
先
か
ら

年
十
一
月
三

韮
崎
市
神
山
町
北
宮
地
字
破
場
一
八

十
日

八
番
の
一
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

特
定
非
営
利
活

た
ん
ぽ
ぽ

甲
府
市
湯
田
二
丁
目

自
立
訓
練
（
生
知
的
障
害
者

動
法
人
た
ん
ぽ

二
番
七
号

活
訓
練
）

精
神
障
害
者

ぽ社
会
福
祉
法
人

み
と
お
し

都
留
市
井
倉
字
美
通

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

あ
す
な
ろ
の
会

二
百
五
十
番
地

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

特
定
非
営
利
活

ス
テ
ッ
プ
増
穂

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

動
法
人
南
風
会

長
沢
四
百
五
十
番
地

知
的
障
害
者

一

精
神
障
害
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

六
九
四



特
定
非
営
利
活

リ
ー
フ
韮
崎

韮
崎
市
龍
岡
町
若
尾

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

動
法
人
わ
た
げ

新
田
八
百
四
十
九
番

Ｂ
型

知
的
障
害
者

の
会

番
地
一

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

就
労
支
援
事
業
所

都
留
市
つ
る
一
丁
目

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

小
さ
な
花

チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ド

五
番
十
号

知
的
障
害
者

リ
ー
ム

精
神
障
害
者

特
定
非
営
利
活

甲
斐
志
摩
の
里
フ

甲
斐
市
島
上
条
千
二

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

動
法
人
甲
斐
志

ァ
ー
ム

百
七
十
七
番
地
一

Ｂ
型

知
的
障
害
者

麻
の
里
フ
ァ
ー

精
神
障
害
者

ム社
会
福
祉
法
人

エ
ス
ペ
ラ
ン
サ

甲
府
市
西
高
橋
町
字

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

幸
生
会

第
二
整
理
地
三
百
二

知
的
障
害
者

十
八
番
地
一

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ハ
ー
モ
ニ
ー

笛
吹
市
下
平
井
三
百

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

和
音
の
郷

二
十
九
番
地

Ｂ
型

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

甲
府
市
社
会
福
祉

甲
府
市
幸
町
十
五
番

同
行
援
護

身
体
障
害
者
（

甲
府
市
社
会
福

協
議
会
指
定
居
宅

地
六

視
覚
障
害
者
に

祉
協
議
会

介
護
事
業
所

限
る
。
）

障

害
児

有
限
会
社
オ
オ

訪
問
介
護
事
業
所

甲
府
市
天
神
町
四
番

同
行
援
護

身
体
障
害
者
（

ノ

あ
い

地
七

視
覚
障
害
者
に

限
る
。
）

障

害
児

有
限
会
社
あ
い

有
限
会
社
あ
い
ケ

甲
府
市
心
経
寺
町
四

同
行
援
護

身
体
障
害
者
（

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

ア
サ
ー
ビ
ス

百
七
十
番
地
一

視
覚
障
害
者
に

限
る
。
）

障

害
児

行
動
援
護

知
的
障
害
者

障
害
児
　
精
神

障
害
者

社
会
福
祉
法
人

富
士
吉
田
市
福
祉

富
士
吉
田
市
下
吉
田

居
宅
介
護

身
体
障
害
者

富
士
吉
田
市
社

ホ
ー
ル
指
定
居
宅

千
九
百
番
地
一

知
的
障
害
者

会
福
祉
事
業
団

介
護
事
業
所

障
害
児
　
精
神

障
害
者

重
度
訪
問
介
護
身
体
障
害
者

障
害
児

同
行
援
護

身
体
障
害
者
（

視
覚
障
害
者
に

限
る
。
）

障

害
児

社
会
福
祉
法
人

富
士
吉
田
市
地
域

富
士
吉
田
市
上
吉
田

就
労
移
行
支
援
知
的
障
害
者

富
士
吉
田
市
社

福
祉
交
流
セ
ン
タ

二
千
四
十
六
番
地

精
神
障
害
者

会
福
祉
事
業
団

ー

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

精
神
障
害
者

特
定
非
営
利
活

障
が
い
福
祉
サ
ー

甲
府
市
上
石
田
四
丁

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

動
法
人
あ
す
な

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
あ

目
五
番
十
八
号

知
的
障
害
者

ろ
工
房

す
な
ろ
工
房

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

Ｂ
型

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

株
式
会
社
グ
ロ

グ
ロ
ー
ブ

北
杜
市
須
玉
町
若
神

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者
（

ー
ブ

子
二
千
三
百
五
十
六

Ａ
型

視
覚
障
害
者
を

番
地

除
く
。
）

知

的
障
害
者
　
精

神
障
害
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

六
九
五



社
会
福
祉
法
人

ラ
・
ピ
エ
ー
ノ
Ⅳ

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

共
同
生
活
援
助
身
体
障
害
者

深
敬
園

五
百
二
十
番
地
一

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人
住

甲
府
市
住
吉
四
丁
目

就
労
移
行
支
援
精
神
障
害
者

住
吉
偕
成
会

吉
偕
成
会
す
み
よ

十
番
三
十
二
号

し
作
業
セ
ン
タ
ー

就
労
継
続
支
援
精
神
障
害
者

Ｂ
型

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人
住

甲
府
市
住
吉
四
丁
目

自
立
訓
練
（
生
精
神
障
害
者

住
吉
偕
成
会

吉
偕
成
会
ハ
ピ
ア

十
一
番
五
号

活
訓
練
）

す
み
よ
し

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人
住

甲
府
市
住
吉
四
丁
目

共
同
生
活
援
助
精
神
障
害
者

住
吉
偕
成
会

吉
偕
成
会
さ
つ
き

十
一
番
五
号

荘

社
会
福
祉
法
人

ホ
ー
プ
ス
テ
ー
ジ

甲
府
市
貢
川
一
丁
目

就
労
移
行
支
援
知
的
障
害
者

ホ
ー
プ
会

ョ
ン
・
ジ
ョ
ブ

十
二
番
二
号

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
就
労
支
援

甲
府
市
羽
黒
町
千
二

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

山
梨
県
社
会
福

施
設
き
ぼ
う
の
家

百
五
十
五
番
地

知
的
障
害
者

祉
事
業
団

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

Ｂ
型

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

ゆ
あ
ー
ず
あ
ん
ど

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

生
活
介
護

知
的
障
害
者

く
に
み
会

ゆ
う
ず

長
澤
二
千
三
百
七
十

精
神
障
害
者

四
番
地
一

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

Ｂ
型

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

通
所
美
咲

笛
吹
市
八
代
町
北
二

就
労
継
続
支
援
知
的
障
害
者

美
咲
会

百
三
十
六
番
地

Ｂ
型

社
会
福
祉
法
人

ル
・
ヴ
ァ
ン

中
央
市
成
島
三
千
五

就
労
移
行
支
援
身
体
障
害
者

忠
恕
会

百
八
番
地
十
三

知
的
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

Ｂ
型

知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

フ
レ
ン
ズ

韮
崎
市
穴
山
町
八
千

生
活
介
護

身
体
障
害
者

友
和
会

七
百
八
番
地

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

Ｂ
型

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

社
会
医
療
法
人

ふ
え
ふ
き

山
梨
市
上
神
内
川
千

共
同
生
活
介
護
精
神
障
害
者

加
納
岩

三
百
二
十
一
番
地
一

共
同
生
活
援
助
精
神
障
害
者

財
団
法
人
花
園

わ
だ
ふ
ぁ
み
り
あ

甲
府
市
和
田
町
三
千

共
同
生
活
介
護
精
神
障
害
者

病
院

三
番
地
百
十
一

共
同
生
活
援
助
精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

富
士
ハ
イ
ム

富
士
吉
田
市
小
明
見

就
労
継
続
支
援
身
体
障
害
者

富
士
厚
生
会

四
千
五
百
五
十
六
番

Ｂ
型

知
的
障
害
者

地
二

精
神
障
害
者

独
立
行
政
法
人

甲
府
病
院

甲
府
市
天
神
町
十
一

療
養
介
護

重
症
心
身
障
害

国
立
病
院
機
構

番
地
三
十
五

者

甲
府
病
院

山
梨
県

あ
け
ぼ
の
医
療
福

韮
崎
市
上
条
南
割
三

生
活
介
護

重
症
心
身
障
害

祉
セ
ン
タ
ー

千
二
百
五
十
一
番
地

者

一

療
養
介
護

重
症
心
身
障
害

者

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
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四
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一
月
二
十
九
日

六
九
六



'
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
者
支
援
施
設
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
支
援
施
設

甲
府
市
羽
黒
町
千
二

生
活
介
護

身
体
障
害
者
（

山
梨
県
社
会
福

き
ぼ
う
の
家

百
五
十
五
番
地

肢
体
不
自
由
者

祉
事
業
団

に
限
る
。
）

施
設
入
所
支
援
身
体
障
害
者
（

肢
体
不
自
由
者

に
限
る
。
）

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
支
援
施
設

大
月
市
富
浜
町
宮
谷

生
活
介
護

知
的
障
害
者

山
梨
県
社
会
福

も
え
ぎ
寮

千
五
百
十
番
地
三

祉
事
業
団

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
支
援
施
設

南
都
留
郡
富
士
河
口

生
活
介
護

身
体
障
害
者
（

山
梨
県
社
会
福

は
ま
な
し
寮

湖
町
船
津
六
千
六
百

肢
体
不
自
由
者

祉
事
業
団

六
十
三
番
地
一

に
限
る
。
）

施
設
入
所
支
援
身
体
障
害
者
（

肢
体
不
自
由
者

に
限
る
。
）

社
会
福
祉
法
人

く
に
み
園

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

生
活
介
護

知
的
障
害
者

く
に
み
会

鰍
沢
字
植
村
四
千
二

精
神
障
害
者

百
七
十
二
番
地
一

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

障
害
者
支
援
施
設

笛
吹
市
八
代
町
北
百

生
活
介
護

知
的
障
害
者

美
咲
会

美
咲
園

七
十
五
番
地
一

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

山
梨
県

山
梨
県
立
育
精
福

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野

生
活
介
護

知
的
障
害
者

祉
セ
ン
タ
ー
（
児

三
千
三
百
三
番
地
二

童
寮
）

施
設
入
所
支
援
知
的
障
害
者

社
会
福
祉
法
人

山
梨
県
立
あ
さ
ひ

韮
崎
市
旭
町
上
條
南

生
活
介
護

身
体
障
害
者
（

山
梨
県
障
害
者

ワ
ー
ク
ホ
ー
ム

割
三
千
二
百
九
十
四

肢
体
不
自
由
者

援
護
協
会

番
地

に
限
る
。
）

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

短
期
入
所
（
空
身
体
障
害
者
（

床
型
）

肢
体
不
自
由
者

に
限
る
。
）

知
的
障
害
者

精
神
障
害
者

'

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
者
を
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

社
会
福
祉
法
人

つ
つ
じ
が
崎
学
園

甲
府
市
岩
窪
町
六
百

児
童
発
達
支
援
障
害
児
（
重
症

宮
前
福
祉
会

十
四
番
地

（
児
童
発
達
支
心
身
障
害
児
を

援
セ
ン
タ
ー
）
除
く
。
）

保
育
所
等
訪
問
障
害
児

支
援

社
会
福
祉
法
人

こ
す
も
す

甲
府
市
岩
窪
町
六
百

児
童
発
達
支
援
重
症
心
身
障
害

宮
前
福
祉
会

十
四
番
地

児

社
会
福
祉
法
人

い
ず
み
園

甲
府
市
宝
一
丁
目
十

児
童
発
達
支
援
障
害
児
（
重
症

山
梨
県
公
報
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二
千
二
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八
十
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一
月
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十
九
日
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い
ず
み
会

九
番
六
号

心
身
障
害
児
を

除
く
。
）

社
会
福
祉
法
人

上
野
原
児
童
デ
イ

上
野
原
市
上
野
原
二

放
課
後
等
デ
イ
障
害
児
（
重
症

山
梨
福
祉
事
業

サ
ー
ビ
ス
事
業
所

千
四
百
二
十
四
番
地

サ
ー
ビ
ス

心
身
障
害
児
を

会

一
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
マ

除
く
。
）

ン
シ
ョ
ン
一
階

独
立
行
政
法
人

甲
府
病
院

甲
府
市
天
神
町
十
一

児
童
発
達
支
援
重
症
心
身
障
害

国
立
病
院
機
構

番
地
三
十
五

児

甲
府
病
院

放
課
後
等
デ
イ
重
症
心
身
障
害

サ
ー
ビ
ス

児

山
梨
県

あ
け
ぼ
の
医
療
福

韮
崎
市
旭
町
上
條
南

医
療
型
児
童
発
重
症
心
身
障
害

祉
セ
ン
タ
ー

割
三
千
二
百
五
十
一

達
支
援
（
医
療
児

番
地
一

型
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
）

'

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
を
指
定
障
害
児
入
所
施
設
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
内
容
主
た
る
対
象
者

山
梨
県

山
梨
県
立
育
精
福

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野

福
祉
型
障
害
児
知
的
障
害
児

祉
セ
ン
タ
ー

三
千
三
百
三
番
地
二

入
所
施
設

山
梨
県

あ
け
ぼ
の
医
療
福

韮
崎
市
旭
町
上
條
南

医
療
型
障
害
児
肢
体
不
自
由
児

祉
セ
ン
タ
ー

割
三
千
二
百
五
十
一

入
所
施
設

重
症
心
身
障

番
地
一

害
児

'

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

甲
斐
市
、
市
川
三
郷
町
、
身
延
町
及
び
南
部
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

甲
斐
市
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
日
ま
で

市
川
三
郷
町
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

身
延
町
　
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

南
部
町
　
平
成
二
十
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

甲
斐
市
上
福
沢
、
神
戸
及
び
安
寺
の
各
一
部

市
川
三
郷
町
大
塚
の
一
部

身
延
町
手
打
沢
の
一
部

南
部
町
万
沢
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
一
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日

六
九
八


